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北海道営業所
東 北 営 業 所
北関東営業所
新 潟 営 業 所
神奈川営業所
名 古 屋 支 店
四日市営業所
静 岡 出 張 所
北 陸 営 業 所

TEL.011（811）8038
TEL.022（782）6560
TEL.028（681）5025
TEL.025（272）2438
TEL.0467（79）5461
TEL.052（659）6201
TEL.059（353）1176
TEL.054（261）2361
TEL.076（253）0811

京 都 営 業 所
大 阪 支 店
岡 山 営 業 所
広 島 営 業 所
四 国 営 業 所
福 岡 支 店
北九州営業所
南九州営業所

TEL.075（681）8201
TEL.06（6541）6001
TEL.086（805）6511
TEL.082（270）1125
TEL.089（973）5052
TEL.092（651）9730
TEL.093（582）1341
TEL.099（260）5051

大阪本社 大阪府大阪市西区千代崎３丁目１番３号〒550-0023 TEL.06（6583）6100

東京本社 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１４番５号
　　　　　　　   KDX浜町中ノ橋ビル６F

〒103-0014
TEL.03（5642）2302

　 作動点検 ： 1年に1回以上
　 保守点検 ： ① 操作部　バッテリー交換　４年に１回以上
　 　　　  　                                  ８年に１回以上

② 弁　部　事業者の判断により定期的に実施

ガス事業法で規定される緊急ガス遮断装置は、法令で保守管理が規定されています。

※ガス事業法で規定されない場所に設置された場合も、上記と同様の維持管理を行って下さい。

【作動点検・保守管理】

使用方法については、取扱説明書を良く読み、正しく扱って下さい。

（部品交換） 基板交換

災害発生時の二次災害を防止するマルチガス緊急遮断システム

      “ 定期的に作動点検・保守管理を行いましょう ”
　　　　　　　　　　



※ガス事業法では、建物へガスを供給する導管について、建物区分ごとに設置すべきガス遮断装置及び緊急ガス遮断装置
　が規定されております。


